
「個人情報保護法改正セミナー」 

２０１７年４月２０日（木） １５：３０～１７：００ 

 本年５月３０日より本格施行される個人情報保護法について、対応方法などを解説します。 

講師 ： 高野 毅 

※内容のご質問等については、TEL 0258-35-4444 担当 高野・池田 まで 

※配信中止等のお問い合わせは、ホームページ http://www.3d-m.jp/n_contents/stopform.html からお願いします。

・・・文章中のこのマーク   をダブルクリックして詳しい情報をどうぞ・・・ 
＜法 務＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ワワンンポポイインントト  通通信信 
第３５９号 ２０１７年３月１日発行

E-mail pro@3d-m.jp  Web http://www.3d-m.jp/ 
TEL 0258-36-2685    FAX 0258-35-2820 

特定空き家を放置し続けると… 

代代執執行行が⾏われ 

費⽤を請求されます!! 

自分で 

処分すれば 

良かった 

　平成２６年１１月２７日に公布された「空き家等対策の推進に関する特別措置法（空き家対策特別措置法）」は、平成２７年２月２６日に一部施行され、同年５月２６日から完全施行されました。　これにより、行政（市町村）は、空き家等の状況確認や所有者の調査など情報収集が可能となり、また空き家等の適正な管理をしない所有者に対しては、行政指導（助言、指導、勧告など）や行政処分（命令）、行政代執行を行うことができるようになりました。

　空き家対策特別措置法における『空き家等』とは、「建築物又はこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地」のことをいい、その中でも次のような状態にあるものを『特定空き家等』としています。　①倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態　②著しく衛生上有害となるおそれのある状態　③適切な管理が行われないことにより、著しく景観を損なっている状態　④周辺の生活環境の保全を図るために放置すること が不適切である状態

  『代執行』とは、行政上の強制執行の手段の一つで、法律または行政処分によって命じられた行為を義務者が履行しない場合、行政庁が義務者に代わって自らこれを行い、または第三者に行わせ、その為の費用を義務者から徴収することをいい、『行政代執行』とも呼ばれます。　今回の場合は、市町村から命令（行政処分）を受けても空き家に改善が見られない場合、市町村が空き家の所有者に代わり、建物の解体や樹木の伐採等を行い、その費用を空き家の所有者に請求することになります。

「特定空き家」の認定から「代執行」が行われるまでの流れ・市町村職員による実態調査により、「特定空き家」と認定される　　　　　　　　　　　↓・市町村から所有者への助言又は指導　　　　　　　　　　　　↓・何の対応にも応じないと、所有者へ期限までに改善するよう勧告・固定資産税の住宅用地の特例からも除外（固定資産税の負担増）　　　↓・それでも対応しない所有者に対し期限までに改善するよう命令（行政処分）・命令に背いた場合は、５０万円以下の罰金　　　　　　　　　　　　↓・市町村または第三者が代執行を行う　　　　　　　　↓・所有者へ執行費用を請求（代執行に要した費用は全て所有者の負担）

http://www.3d-m.jp/n_contents/kome.html
http://www.3d-m.jp/n_contents/onepoint_2017.html
http://www.3d-m.jp/n_contents/q-a.html
http://www.3d-m.jp/n_contents/fmonepoint.html



